
１　対象品目の比較

市基準
国-通達

Ｓ５０
３６品目 ３９品目 ２１品目 ４４品目

ジャム 100g ○ ○ ○ ○
チーズ 100g ○ ○ ○ ○
ベーコン 100g ○ ○ ○ ○
ハム 100g ○ ○ ○ ○
ソーセージ 100g ○ ○ ○ ○
たらこ 10g ○ ○ 廃
食用油 100g ○ ○ ○ ○
しょう油 100ml ○ ○ ○
ソース 100ml ○ ○ ○ ○
マヨネーズ 100g ○ ○ ○ ○
ケチャップ 100g ○ ○ ○ ○
食酢 100ml ○ ○ ○ ○
化学調味料 10g ○ ○ 廃 ○

★ 風味調味料 10g ○
砂糖 100g ○ ○ ○ ○
緑茶 10g ○ ○ ○
紅茶 10g ○ ○ ○ ○
ｲﾝｽﾀﾝﾄｺｰﾋｰ 10g ○ ○ ○ ○

★ ココア 10g ○ ○
ｲﾝｽﾀﾝﾄ粉末ｸﾘｰﾑ類 10g ○ ○ 廃 ○
果実飲料 100ml ○ ○ 廃 ○
清涼飲料 100ml ○ ○ 廃
即席カレールー 10g ○ ○ ○ ○
はちみつ 100g ○
粉ミルク 100g ○
アイスクリーム 10ml ○
食卓塩 100g ○
炭酸飲料 100ml ○
かんめん 100g ○
マカロニ 100g ○
スパゲッティ 100g ○
サラダドレッシング 100g ○
フレンチドレッシング 100ml ○

■ ドレッシング 100ml ○ ○
■ バター 100g ○ ○
■ マーガリン 100g ○ ○
■ みそ 100g ○ ○

ばれいしょ 100g ○ ○ 廃 ○
にんじん 100g ○ ○ 廃
たまねぎ 100g ○ ○ 廃

★ バナナ 100g ○
精肉 100g ○ ○ ○ ○
里いも 100g ○ 廃
かんしょ 100g ○ 廃
かぼちゃ 100g ○
小麦粉 100g ○
パン粉 100g ○
みかん 100g ○

単位価格表示基準（京都市・京都府・国通達）
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市基準
国-通達

Ｓ５０
３６品目 ３９品目 ２１品目 ４４品目

府基準
旧　　　　　 新

品　目　名
（★市独自，■府独自）

基準量

合成洗剤　　（粉末） 100g ○ ○
　　　　　　　　（液体） 10ml ○ ○
粉末石けん 100g ○ ○
トイレットペーパー 10m ○ ○ ○
ティッシュペーパー 10枚 ○ ○ ○
ちり紙 10枚 ○ ○ ○
シャンプー 10ml ○ ○ ○
ヘアーリンス 10ml ○ ○ ○
練歯みがき 10g ○ ○ ○
合成洗剤　（台所用） 10ml ○
　　　　　　　（洗濯用） 100g ○
　　　　　　　（住居用） 10ml ○
石けん 10g ○
シェイビングクリーム 10g ○
ベビーパウダー 10g ○

２　対象事業者の範囲の比較 （京都市・京都府）

　
日
用
品

全廃

府基準 （新）

すべて 店舗面積300㎡以上

セルフサービス
方式

店舗面積100㎡以上

（京都市内）
店舗面積100㎡以上3,000㎡未満

店舗面積
1,000㎡以上

（京都市以外）
店舗面積1,500㎡以上

生協，農協

市基準 府基準 （旧）

（京都市内）
店舗面積3,000㎡以上

（京都市以外）
店舗面積300㎡以上1,500㎡未満

方式問わず 店舗面積3,000㎡以上


